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広島市中央公園エリアマネジメント協議会設立について 

 

１ 要旨・目的 

  中央公園において，「広島市中央公園エリアマネジメント協議会」（以下「エリマネ協議

会」）が，令和４年７月 28日に設立されたため報告する。 

 

２ 現状・背景 

  中央公園においては，「中央公園の今後の活用に係る基本方針（R2.3広島市）」に基づ

き，サッカースタジアムと広場エリアの整備や，旧広島市民球場跡地，広島城三の丸の整

備など，賑わい施設の整備が進められているところ。 

こうした中で，中央公園全体の魅力向上を図るため，旧広島市民球場跡地の事業者を中心

に各施設運営事業者等で組成するエリアマネジメント組織を設置することとしていた。 

   

３ エリアマネジメント協議会の概要 

（１）構成員 

   正 会 員：園内２施設（旧市民球場跡地，中央公園広場エリア）の運営事業者 

※今後，サッカースタジアムと広島城三の丸の運営事業者も追加予定 

   特別会員：中央公園内の公共施設等の運営事業者 

   賛助会員：協議会の運営趣旨に賛同するもの 

   行政会員：中央公園エリア内公共施設等の所管課長 

        県からは，スポーツ推進課と都市圏魅力づくり推進課が参加 

 

（２）事業内容 

中央公園エリアでの共同プロモーションやイベントの連携，回遊性向上などの取組を通

じて，エリアの魅力向上を目指す。 

  ①対象範囲 

都市公園である広島市中央公園が所在する区域（約 42.8ha） 

  （ペデストリアンデッキの整備により今後区域となる範囲を含む） 

  ②主な活動内容 

ア 中央公園のエリア価値向上に関する総合調整 

イ 中央公園の回遊性の向上に向けた取り組みの企画・実施 

ウ 正会員および特別会員の運営施設におけるイベントの企画・実施に係る連携の推進 

エ 正会員および特別会員の運営施設の広報に係る連携の推進  

オ エリアの計画やルールの立案，制定及び運用 

カ エリアの価値を向上する事業の企画立案及び，事業のプレーヤー支援 

キ その他，エリアの価値向上及び広島市都心部の価値向上に資する活動 

令和４年８月 19日 
課 名 地域政策局都市圏魅力づくり推進課 
担当者 政策監 植野 
内 線 ２５６４ 

資料番号 地域２  
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（３）スケジュール 

令和５年３月の供用開始に向け旧市民球場跡地の整備が進められており，現時点で指定

管理者が決まっている運営事業者で協議会運営を始める。 

 

（４）予算 

―  円   

 

（５）今後の対応 

中央公園全体として，各施設が相乗効果を発揮し，中央公園全体の魅力向上が図られる

よう，県も他の行政会員等と連携し，各施設運営事業者が主体のエリマネ協議会を支援し

ていく。 

 


